
令和８年２月５日 

庁議室 

裏面あり 

荒川区町会連合会会議次第 

 

１ 会長あいさつ 

 

２ 区民生活部長あいさつ 

 

３ 議題 

（１）関係団体からの依頼事項 

①令和７年度「歳末たすけあい運動」への協力御礼・ご報告について 

(社会福祉協議会) ······································· ３～４ページ 

 

②令和７年度一斉改選におけるご協力へのお礼について 

(荒川区民生委員・児童委員協議会) ························· ５ページ 

 

（２）区からの依頼事項 

③「東京都民俗芸能大会 IN ARAKAWA」のポスター掲示について 

 (生涯学習課) ··········································· ６～７ページ 

 

④「第50回荒川区政世論調査概要版」について 

(秘書課) ······················································ ８ページ 

 

⑤「あらBOSAI2026」チラシの回覧について 

(防災課) ················································ 9～１0ページ 

 

⑥令和８年経済センサス活動調査の実施について 

(統計係) ·····················································１1ページ 

 

⑦荒川区物価高騰対応給付金について 

(給付金担当) ········································· １2～１3ページ 

 

⑧町会加入等に関する事前協議における確認書について 

(区民課) ·············································· １4～１5ページ 

（３）町会連合会運営事項  

⑨マンション建築主等との協定書テンプレートについて 

⑩町会啓発ポスターの掲示依頼について 
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⑪令和７年度町会実務担当者研修会の実施について（再周知） 

⑫LINE公式アカウント活用セミナーの開催について 

⑬自治会活動賠償責任保険について 

(区民課) ··············································· １6～３3ページ 

 

（４）東京都からのお知らせ  

⑭「町会・自治会つながりフェスタ」の周知について 

(区民課) ·············································· ３4～３5ページ 

 

４ 情報交換 

 

５ 次回   ３月５日（木） 午後４時 ３０５会議室 
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７荒民児協発第１２号 

令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日 

（ 公 印 省 略 ） 

   

各町会長・自治会長  様 

 

                 荒川区民生委員・児童委員協議会 

会 長  中 村 恵 吾 

 

令和７年度一斉改選におけるご協力へのお礼について 

 

日頃から、荒川区民生委員・児童委員協議会の活動にご理解とご協力をいただきま

してありがとうございます。 

この度、令和７年１２月１日付で民生委員・児童委員の一斉改選が行われました。 

新任候補者の推薦等について、町会長の皆様には多大なるご協力をいただきまして、

誠にありがとうございました。 

また一斉改選に伴い、各地区民生委員・児童委員協議会会長に変更がありましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

 各地区会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

荒川区民生委員・児童委員協議会 

福祉推進課地域福祉係内 

電話 3802-3111 内線 2637 

 新 旧 

南千住東地区 藤 江 陽 子（新任） 杉 山 律 子 

南千住西地区 瀧 澤 克 浩（再任） 瀧 澤 克 浩 

荒 川地区 増 田 友紀子（新任） 嶌 谷 安 枝 

町 屋地区 郷 田 敏 子（新任） 阿 部  重 夫 

東尾久地区 荒 川  芳 樹（再任） 荒 川  芳 樹 

西尾久地区 中 村 恵 吾（再任） 中 村 恵 吾 

日暮里地区 小 林 美奈子（新任） 横 山 しげ子 
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７荒地生第２５６５号 

令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日 

（ 公  印  省  略 ） 

 

各 町 会 長 様 

 

地域文化スポーツ部 

生涯学習課長 篠原 啓輔 

 

 

町会掲示板へのポスター掲示について（お願い） 

 

 平素より、荒川区立荒川ふるさと文化館の運営にご理解とご協力をいただき、

誠に有難うございます。 

 「江戸伝統芸能祭 第５７回東京都民俗芸能大会 IN ARAKAWA 江戸東京の

わらい」が東京都、東京都教育委員会、公益財団法人東京都歴史文化財団主催、

荒川区教育委員会共催で開催されます。このイベントは区内で活動している国指

定重要無形民俗文化財「江戸の里神楽（松本社中）」をはじめ都内に継承されて

いる民俗芸能を紹介するイベントで都民の民俗芸能への理解と関心を高めること

を目的としています。 

つきましては、広く区民の皆様にご案内するために主催者よりポスターの掲示

の依頼がありましたので、誠に恐縮に存じますが、下記のとおり町会掲示板に掲

示していただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ ポスターの内容   

江戸伝統芸能祭第５７回東京都民俗芸能大会 IN ARAKAWA 江戸東京のわらい 

  Ａ４版（添付のとおり） 

 

２ 希望掲示期間  令和８年３月２９日（日）までで可能な期間 

 

問合せ等 地域文化スポーツ部生涯学習課 

荒川ふるさと文化館 

担当：信川 三枝 

電話：（３８０７）９２３４ 
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７荒区秘第２３２１号 
令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日 

（ 公 印 省 略 ） 

 
町会連合会会長 各位 

区政広報部秘書課長 
茶谷 勇 

 
 

「第５０回荒川区政世論調査 概要版」について 
 

日頃より、当課の事業に御協力いただきありがとうございます。 
このたび、「第５０回荒川区政世論調査 概要版」を作成いたしました。この

概要版は荒川区政世論調査報告書を抜粋しまとめたもので、調査の実施には、

多くの区民の皆様にご協力いただきました。 
報告書全文は、区役所地下１階の情報提供コーナー、ゆいの森や各区立図書

館、荒川区ホームページで御覧いただけます。 
また、あらかわ区報２月１１日号にも当世論調査結果の概要の掲載を予定し

ております。 
参考資料として御利用いただければ幸いです。 

 
 

担当：秘書課総合相談係 南谷（内線 2162） 
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７荒区防第１１３１号 

令和８年２月５日 

（ 公 印 省 略 ） 

各町会・自治会長 様 

荒川区区民生活部 

地域防災担当課長 宮崎 信治 

 

「あらＢＯＳＡＩ２０２６」チラシの回覧について（依頼） 

 

平素から荒川区の防災事業に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

区では、区民の皆様の防災意識の高揚、防災行動力の向上を目的とした防災イベントとして

「あらＢＯＳＡＩ」を毎年開催しております。 

本年度は「見て！体験して！備える！」をテーマにした会場開催「あらＢＯＳＡＩ202６」と中学校

防災部の活動紹介パネル展示を行う地域開催「アフターあらＢＯＳＡＩ」を予定しています。つきま

しては、皆様をはじめ、多くの区民の皆様にお越しいただきたく、お忙しいところ恐縮ですが、各町

会・自治会へ本イベントのチラシのご回覧をお願いしたく存じます。ご協力のほど、よろしくお願い

申し上げます。 

記 

 

１ 依頼事項   回覧板によるチラシの周知  

 

２ 開催概要  

（１）会場開催 開催期間 令和８年３月８日（日）午前１０時～午後２時 

開催場所 南千住野球場 

開催内容 防災関係機関の車両展示、民間事業者による防災用品等の紹介等 

 

（２）地域開催 開催期間 令和８年３月１１日（水）～３月２６日（木） 

開催場所 ふれあい館等計 10 か所 

荒川総合スポーツセンター1 階、石浜ふれあい館、 

南千住駅前ふれあい館、センターまちや４階、町屋ふれあい館、 

東尾久本町通りふれあい館、尾久ふれあい館、西尾久ふれあい館、 

夕やけこやけふれあい館、ひぐらしふれあい館 

開催内容 中学校防災部の活動紹介パネル展示等 

 

３ 回覧チラシ（イメージ） 

  別添のチラシ（Ａ４）を町会交換便にて各町会・自治会へお届けいたします。 

 

４ その他 

  本イベントについては、あらかわ区報３月１日号にも掲載予定です。 

 

５ 問合せ先 

  区民生活部防災課 角田・渡邊 電話 3802-3111 内線 418 
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７荒区区第２６４０号 

令和８年２月５日 

（公 印 省 略） 

各町会長・自治会長 様 

区民生活部区民課長 

岸  洋希 

 

令和 8 年経済センサス活動調査の実施について 

   

 平素より各種統計調査の実施にあたりまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 昨年は国勢調査にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

 さて、本年 6 月 1 日を基準日として、「経済センサス活動調査」が実施されます。 

 当調査につきましても、皆様方のご協力を賜り、調査の万全を期したいと存じております。 

 つきましては、区の方から前回令和３年経済センサス活動調査に従事されました調査員に調査協力の意向確

認をさせていただきたいと考えておりますので、特段のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 調査目的              経済センサス活動調査はすべての事業所及び企業を対象とし、我が国に 

                      おける経済構造を包括的に捉え、実態を明らかにするため 

 

２ 調査員説明会           令和 8 年 5 月中旬（会場予定：サンパール荒川） 

 

３ 調査従事期間           令和 8 年 5 月中旬から 6 月下旬 

 

４ 調査員報酬             1 区域あたり（80 事業所） 約 65,000 円～70,000 円 

 

５ 前回調査員への意向確認    統計係から郵送又は電話で連絡させていただきます 

 

６ 担当                  区民生活部区民課統計係  野口 ・ 渡辺 （荒川区役所分庁舎３階） 

                       電話 ０３（３８０２）３１３０（直通）  
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７荒区区第２６８９号 

令和８年 ２月 ５日 

（公  印  省  略） 

各町会長・自治会長 様 

 

                               荒川区区民生活部 

給付金担当課長 

 真田 智行 

 

荒川区物価高騰対応給付金の実施にともなう周知について 

 

日頃から荒川区の事業へご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

荒川区では、長引く物価高騰から区民の生活を守るため、国の重点支援地方交付金

を活用し、区民一人当たり４千円を支給することとしましたので、お知らせします。 

つきましては、下記のとおり町会掲示板に別添のポスターを掲示していただきたく、

お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。 

当該給付金の詳細につきましては、区報や区ホームページ等にてお知らせする予定

です。 

 

記 

 

 

１ ポスターの内容 

  荒川区物価高騰対応給付金のお知らせ（添付のとおり） 

 

２ 対象者 

令和７年１２月２５日時点で荒川区に住民登録がある方 

（対象の世帯において令和８年３月３１日（火）までに出生した新生児も 

対象です。） 

 

３ 支給金額 

区民一人当たり４千円 

 

４ 掲示期間 

  ポスター到着後１か月程度 

 

 

                   【問合せ先】 

                   荒川区区民生活部 給付金担当 武田 

                   電話 ０３-３８０２-３５８３（直通） 

12



13



７荒区区第２５７０号 

令和８年２月５日  

（ 押 印 省 略 ）  

各町会長・自治会長 殿 

 

区民課長  岸 洋希 

 

 

町会・自治会との協議記録書について 

 

 

日頃より、コミュニティ事業にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

区では、マンション建築にあたり、建築主等が地元町会と事前に協議を行うことを義務付け

ております。 

このたび、協議が実際に行われたことを明確に確認できるよう、協議に出席した町会の代表

者にサインをいただく新たな様式を作成いたしました。 

本様式は、協議内容の承認や町会としての責任を求めるものではなく、あくまで「協議を実

施した事実」を確認するためのものです。 

今後は、協議終了後に建築主等が本様式を用意しますので、ご記入をお願い致します 

区といたしましては、本様式の活用により、建築主等と町会との円滑な話し合いを促進し、

地域と調和したまちづくりにつなげていきたいと考えております。 

ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

1. 添付資料 

協議記録書（記入例） 

 

 

 

問い合わせ   

荒川区区民課庶務係 担当：関沢                    

   電話 03-３８０２-３１１１（内線２５１３） 
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町会・自治会との協議確認書 

（事業者等出席者 記入欄） 

集 合 住 宅 名 称                                               

所在地（住居表示）                                               

出席者（事業者等）                                               

電 話 番 号                                               

町会・自治会への説明事項 

１ 入居開始後における町会・自治会からの加入等に関する問い合わせ先 

（未定の場合は、会社名欄に“未定”と記入の上、決まり次第、町会・自治会に伝える。） 

会 社 名                                               

担 当 者 部署名                      氏名                 

電 話 番 号                                               
 

２ 入居者に対する町会・自治会活動内容等の周知方法の説明 

（町会・自治会のお知らせやイベントポスターを共用掲示板に掲示する等） 
 

３ その他（上記１、２以外の説明事項があれば記入） 

                                                         

                                                         

                                                         

 

上記の事項について、説明を受けました。 

（町会・自治会出席者 記入欄） 

説 明 日          年       月       日 

町 会 ・ 自 治 会 名                            

出 席 者 サ イ ン                             

（押印不要） 

 

（事業者等の皆様へ） 

本確認書を３枚出力し、同じ内容のものを３枚作成してください。それぞれ、町会・自治会保管用、事業

者保管用、区提出用となります。区提出用は、「荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例」

に基づく協議結果報告書（第７号様式）に添付してください。 

15

荒川マンション

荒川区荒川２－２－３

アラカワ不動産株式会社

○○－△△△△－✕✕✕✕

アラカワ管理サービス株式会社

管理課 荒川　太郎

○○－△△△△－✕✕✕✕

○○　　　△△　　　✕✕

○○町会

会長　○○　○○

・入居者に町会加入促進のチラシを渡す
・入居者に町会の連絡先を提供する

町会が記入するのは
ココだけです



 
令和８年２月５日 

（ 押 印 省 略 ）  

各町会長・自治会長 殿 

 

荒川区町会連合会会長 鳥飼 秀夫 

 

 

マンション建築主等との協定書テンプレートについて 

 

 

 日頃より町会活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

 この度、マンションが建築される前後で、町会と建築主、管理会社、管理組合等とでご

み出し等のルールや町会費に関する協定書を締結する際のテンプレートを作成いたしま

したので、ご活用いただければ幸いです。 

 

記 

 

1. 事例 

建築主と口頭で、ごみ出し等のルールや町会費の取り決めをしていた町会が、建

築後に管理会社や管理組合へ引き渡された際に引き継がれていなかった 

 

2. テンプレート 

    別紙１～３のとおり 

 

 

3. 留意点 

テンプレートをそのまま使うのではなく、町会と事業者で話し合った内容によって、

作り変えることが望ましいです 

 

 

 

 

 

問い合わせ   

荒川区区民課庶務係 担当：関沢                    

   電話 03-３８０２-３１１１（内線２５１３） 

16



※この協定書は一例です。町会と事業者で話し合った内容によって、自由に書き

換えてください。 
 

運用協定書 

 

東京都荒川区荒川〇丁目〇番〇号に建築予定の建築物（以下「本件建築物」という）について、○○

町会（以下「甲」という）と建築主○○株式会社（以下「乙」という）は本件建築物の運用について協

定する。 

 

第１条 （建物の概要） 

1. 本件建築物の用途・構造・規模・配置等は下記及び別添図面の通りとする。 

・建物名称   （仮称）○○共同住宅新築工事 

・建物用途   共同住宅（〇戸） 

・構造及び規模 鉄筋コンクリート造 地上〇階建 

        延床面積〇〇.〇㎡ 最高高さ○○.〇m 

 

第２条 （建物の用途） 

1. 本件建築物の用途は共同住宅とし、旅館、ホテルに転用しない。 

また、共同住宅における民泊の利用を一切禁止することとし、このことについて管理規約や賃貸借

契約書に規定し、重要事項説明書に明記する。 

 

第３条 （入居者の管理） 

1. 乙は、入居者が防火、防犯、風紀、衛生等のトラブルを起こさないよう注意喚起し、万一発生した

場合は、迅速に処理解決する 

2. 乙は、入居者のごみについては、敷地内にごみの集積スペースを確保し、可燃ごみ、不燃ごみ、プ

ラスチックごみを回収する。尚、資源ごみは行政側が定めた種類ごとに分別した上、コンテナやネ

ットに入れる。 

3. 乙は、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチックごみ、資源ごみの回収日に合わせ、必ず清掃員管理者を

派遣する。同時に資源ごみを利用するコンテナ及びネットの管理を実施する。 

4. 乙は、入居者に対し、ごみ収集日に本件建築物の敷地内のごみストッカー等に入れるよう指導す

る。万一、収集日以外に出した場合、またごみストッカー以外や敷地内指定場所以外に出し、猫、

カラス等の被害にあった場合には、速やかに乙または乙が設置した管理責任者または乙が派遣した

清掃員担当者がこれを清掃する。尚、すべてのごみを公道に廃棄しないものとする。 

5. ガスの仕様については、都市ガスとし、法令を遵守し、安全管理を実施する。 

 

第４条 （駐輪場） 

1. 本件建築物の駐輪場は〇台設置し、乙は駐輪場を希望する入居者と別途契約し、契約自転車以外の

駐輪はないように、入居者に指導、遵守させる。 
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※この協定書は一例です。町会と事業者で話し合った内容によって、自由に書き

換えてください。 
 

 

第５条 （連絡体制） 

1. 乙は、本件建築物による近隣住民からの苦情、被害等の処理を円滑に行うために、苦情等の管理責

任者を設置し、甲に連絡する。 

また敷地内の外部から見やすい場所に、管理会社及び連絡先を記載した看板を設置する。 

 

第６条 （協定書の取り扱い） 

1. 本件建築物が名義変更により所有権が移転する場合、速やかに甲に連絡し、本協定の決定事項を継

承することを重要事項説明書に明記する。 

2. この協定書に疑義が生じた場合、または協定書に無い項目について甲から対応を求められた場合に

は、甲及び乙は相互に協議を行い、誠意をもって解決にあたる。 

 

第７条 （町会費について） 

1. 町会費は、銀行振込にて一括支払とし、手数料は乙の負担とする。 

2. 竣工後、町会費は一戸あたり年額○○○○円とし、年度契約は自動継続とする。 

 

以上 

 

上記協定事項は、甲及び乙二者間において協識の上、決定した事項であり、各々ニ者はお互いに誠

意と責任をもって本協定を遊守する。その証として、本協定書を 2 通作成し、各々1通を有する。 

 

 

 

甲（町 会） 住 所                      

       氏 名                      

       ＴＥＬ                      

 

 

乙（建築主） 住 所                      

       氏 名                      

       ＴＥＬ                      
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※この協定書は一例です。町会と事業者で話し合った内容によって、自由に書き

換えてください。 

 
覚 書 

 
○○町会（以下「甲」という。）と開発事業者○○（以下「乙」という。）は乙が建築する末尾表示の建物（以下

「本件建物」という。）の町会への加入及び町会の支払いに関して、以下のとおり覚書を締結する。  

  

第１条 乙が甲に支払う町会費は、本件建物一棟につき年額金○○円とする。 

第２条 乙は、第２条に定める町会費を乙が指定する管理会社を通じ、毎年○月○日を支払期限として１年

分（４月１日から翌年３月３１日）を一括で甲に納入するものとする。 

2. 乙は、管理会社を変更する場合には、事前に会社名、担当者名及び連絡先を甲に書面で通知するも

のとする。 

第３条 本覚書の有効期間は、本覚書締結日から２０○○年○月○日までとする。ただし、乙が甲に対し有効

期間満了の１か月前までに別段の意思表示をしないときは、有効期間満了日の翌日から同一条件で

さらに１年間更新されるものとし、以後も同様とする。 

第４条 乙は、本件建物を第三者に譲渡する場合には、第三者に本覚書の権利義務を承継するものとする。 

第５条 本覚書に定めのない事項については、別途、甲乙協議のうえ定める。 

 

以上、本覚書の成立を証するため、本書を２通作成し、甲、乙が署名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

２０○○年○月○日  

本件建物 

・名称         ・所在地 

・構造/規模     ・戸数 

 

 

（甲）住所  代表者名 

 

（乙）住所  代表者 
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※この協定書は一例です。町会と事業者で話し合った内容によって、自由に書き

換えてください。 

 
覚 書 

 
○○町会（以下「甲」という。）と開発事業者○○（以下「乙」という。）は乙が建築する末尾表示の建物（以下

「本件建物」という。）の町会費の支払いに関して、以下のとおり覚書を締結する。  

  

第１条 甲及び乙は、本件建物の区分所有者等に対する甲の町会費は、町会加入者１戸あたり年額○○円で

あることを確認する。 

なお、甲は、町会費の金額に変更が生じた場合には、本件建物の区分所有者等にその旨通知するこ

ととし、その事務は乙が代行することとする。 

第２条 乙は、本件建物の区分所有者等（町会脱退者を除く）が甲に対して支払う町会費の徴収業務を代行

することとする。乙は、徴収代行によって集めた町会費について、毎年○月○日を支払期限として１

年分（４月１日から翌年３月３１日）を一括で甲に納入するものとする。 

なお、納入にかかる手数料は乙の負担とする。 

第３条 乙は、本覚書上の乙の地位及び権利義務の一切を、本件建物竣工後設立される管理組合の設立と

同時に、当該管理組合に承継するものとし、甲は予め承諾する。 

第４条 本覚書の有効期間は、本覚書締結日から２０○○年○月○日までとする。ただし、乙が甲に対し有効

期間満了の１か月前までに別段の意思表示をしないときは、有効期間満了日の翌日から同一条件で

さらに１年間更新されるものとし、以後も同様とする。 

第５条 本覚書に定めのない事項については、別途、甲乙協議のうえ定める。 

 

以上、本覚書の成立を証するため、本書を２通作成し、甲、乙が署名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

２０○○年○月○日  

本件建物 

・名称            ・所在地 

・構造/規模        ・戸数 

 

（甲）住所  代表者名 

 

（乙）住所  代表者名 
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令和８年２月５日 

（ 押 印 省 略 ） 

各町会長・自治会長 殿 

 

荒川区町会連合会会長 鳥飼 秀夫 

 

 

町会啓発ポスター掲示依頼について 

 

 

 日頃より町会活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

 この度、町会の意義や大切さを啓発するポスターを作成いたしましたので、下記の通

り町会掲示板に掲示していただきたく、お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

記 

 

1 ポスターの内容   

「みんなでつくる町会・自治会！」ＰＲポスターA４版（添付の通り） 

 

 

２ 希望掲示期間 

令和８年３月末までで可能な期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ   

荒川区区民課庶務係 担当：関沢                    

   電話 03-３８０２-３１１１（内線２５１３） 
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実務担当者研修会のお知らせ

前回ご参加いただいた皆さまから「とても参考になった！」とご好評を
いただいた、公式LINEの情報交換会を今年も開催します！
公式LINEを活用している町会の取り組みや工夫、導入を検討してい
る町会の疑問など、ほかの町会の"リアルな声"を直接聞ける、貴重な
機会です。
「うちの町会でも活用できるかな…？」
「ほかの町会はどんな使い方をしているんだろう？」
そんな疑問を解消し、ヒントを持ち帰っていただける場となっています。
ぜひ、この機会にお気軽にご参加ください！

公式LINE情報交換会 ver2.0

荒川区町会連合会事務局（荒川区区民生活部区民課）

担当 清水・関沢
０３－３８０２－３１１１（内線２５１３）

日時

場所

内容

対象

令和８年２月２８日（土）午後２時～４時

サンパール荒川 ５階第７集会室

公式LINEを活用している町会が
集まった情報交換会

各町会の公式LINE配信担当者

申込
右記の二次元コードより申し込み
申込期限：２月２０日（金）

備考
公式LINE未導入の町会も参加ＯＫ

申込者多数の場合は調整させていただく可能性あり

申込みはココから↓↓
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令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日 

（ 押 印 省 略 ） 

各町会長・自治会長 殿 

荒川区町会連合会会長 

鳥飼 秀夫 

 

自治会活動賠償責任保険について（情報提供） 

 

日頃より町会活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

この度、町会・自治会活動中の事故により法律上の損害賠償責任を負うことになった場合や

怪我をした場合等に補償される保険について、情報提供いたします。 

各町会及び各町会連合会におかれましては、必要に応じて加入をご検討くださいますよう、

お願いいたします。 

 

記 

 

１ 添付資料 

自治会活動賠償責任保険パンフレット 

 

２ 備考 

（１）上記の保険は一例です。各保険会社を比較し、補償内容や保険料等を十分に確認 

していただくようお願いいたします。 

（２）本件についてご相談等ございましたら、お気軽に各区民事務所および荒川地域

事務担当までご連絡ください。 

 

南千住区民事務所 03-3803-1793 

 荒川地域事務担当 03-3802-3466 

 町 屋区民事務所 03-3892-2323 

 尾 久区民事務所 03-3894-6123 

 日暮里区民事務所 03-3801-2100 
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